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平成22年 3月 26日 判決書渡 ・同日原本領収 裁 判所書記官

平成19年 (行ウ)第 11号 '政務調査費返還履行請求事件

白1頭弁論終結日 平 成22年 2月 1日
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同    落 水 清 弘

熊本市黒髪 2丁 目16番 15号

同             鳴    置    幾    雄

上記3名訴訟代理人弁護士   高    島    岡 J   一

熊本市湖東 2丁 目6番 6号

被 告 補 助 参 加 人   三 島 良 之 こ と, 三鳴 静 良

上記訴訟代理人弁護士   山   下   永   書

熊本市帯山5丁 目15番 2 9号

被 告 補 助 参 加 人  紫  垣  正  良  V

上記訴訟代理人弁護士   山  之  内   秀   一

同           坂   本   秀   道

熊本市大江 5丁 目16番 11- 5 0 1号

被 告 補 助 参 加 入  田  尻  善  裕

熊本市出仲間4丁 目9番 2号

同             高    島    和    男

熊本市花園5丁 目22番 48号

同             田    尻    清    輝

上記3名訴訟代理人弁護士   宮    田    房    之    V

熊本市蓮台寺 2丁 目3番 7-201号

被 告 補 助 参 加 入  西     泰  史

熊本市池田3丁 目6番 37号

同             有    馬    純    夫

熊本市御幸笛田1丁 目6番 50号

同             島    田    俊    六

上記9名訴訟代理人弁護士   黒    川    忠    行

同    橋 山 吉 統
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1 被 告は,被 告補助参加人失野昭三に対 し, 107万 7237円 及びこ

れに対する平成 19年 6月 30日 から支払済みまで年 5分 の割合による

金員を支払 うよう請求せよ。

2 被 告は,被 告補助参加人荒木哲美に対 し, 1万 2991円 及びこれに

対する平成 19年 7月 4日 から支払済みまで年 5分 の割合による金員を

支払 うよう請求せよ。

3 被 告は,被 告補助参加人三島良之こと二鳴静良に対し, 60万 円及び

これに対する平成 19年 6月 30日 から支払済みまで年 5分 の割合によ

る金員を支払 うよう請求せよ。

4 被 告は,被 告補助参加人口尻清輝に対 し)61万 1807円 及びこれ

に対する平成 19年 6月 30日 から支払済みまで年 5分 の割合による金

員を支払 うよう請求せよ。

5 被 告は,被 告補助参加入紫垣正良に対 し, 14万 5862円 及びこれ

に対する平成 19年 6月 30日 から支払済みまで年 5分 の割合による金

員を支払 うよう請求せよ。

6 被 告は,被 告補助参加人田尻善裕に対 し, 33万 5696円 及びこれ

に対する平成 19年 6月 30日 から支払済みまで年 5分 の割合による金

員を支払 うよう請求せよ。

7 被 告は,被 告補助参加人落水清弘に対し, 60万 5098円 及びこれ

に対する平成 19年 6月 30日 から支払済みまで年 5分 の割合による金

員を支払 うよう請求せよ。

8 被 告は,被 告補助参加人函泰史に対し, 1297円 及びこれに対する

平成 19年 7月 1日から支払済みまで年 5分 の害J合による金員を支払 う



よう請求せよ。

9 被 告は,被 告補助参加人有馬純夫に対し, 1297円 及びこれに対す

る平成 19年 6月 30日 から支払済みまで年 5分 の割合による金員を支

払 うよう請求せよ。

10 被 告は,被 告補助参加人高島和男に対し, 48万 7310円 及びこれ

に対する平成 19年 6月 30日 から支払済みまで年 5分 の割合による金

員を支払 うよう請求せよ。

11 被告は,被 告補助参加人嶋田幾雄に対し, 83万 0279円 及びこれ

に対する平成 19年 6月 30日 から支払済みまで年 5分 の割合による金V

員を支払 うよう請求せよ。

12 被告は,被 告補助参加人島田俊六に対し, 7万 2540円 及びこれに

対する平成 19年 6月 30日 から支払済みまで年 5分 の割合による金員

を支払 うよう請求せよ。

13 原告 らのその余の請求をいずれも棄却する。

14 訴訟費用及び補助参加により生じた費用は,別 紙 1訴 訟費用負担裁判

一覧記載のとおりの負担とする。

事 実  及  び  理  由

第 1 講 求                               V

l 被 告は,被 告補助参加人矢野昭三に対し, 169万 2.939円 及びこれに対

する平成 18年 5月 1日 から支払済みまで年 5分の害J合による金員を支払うよ

う請求せよ。

2 被 告は,被 告補助参加人荒木哲美に対し, 61万 3315円 及びこれに対す

る平成 18年 5月 1日 から支払済みまで年 5分 の割合による金員を支払 うよう

請求せよ。

3 被 告は,被 告補助参加人三島良之こと二嶋静良に対し, 60万 円及びこれに

対する平成 18年 5月 1日 から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払 う



よう請求せよ。

4 被 告は,被 告補助参加入田尻清輝に対し, 65万 0685円 及びこれに対す

る平成 18年 5月 1日から支払済みまで年 5分 の割合による金員を支払うよう

請求せよ。

5 被 告は,被 告補助参加人紫垣正良に対し, 67万 7713円 及びこれに対す

る平成 18年 5月 1日から支払済みまで年 5分 の割合による金員を支払うよう

請求せよ。

6 被 告は,被 告補助参加人田尻善裕に対し, 78万 4942円 及びこれに対す

る平成 18年 5月 1日から支払済みまで年 5分 の割合による金員を支払うよう

請求せよ。

7 被 告は,被 告補助参加人落水清弘に対し, 90万 1477円 及びこれに対す

る平成 18年 5月 1日から支払済みまで年 5分 の寄J合による金員を支払うよう

請求せよ。

8 被 告は,被 告補助参加入西泰史に対し, 53万 4131円 及びこれに対する

平成 18年 5月 1日から支払済みまで年 5分 の割合による金員を支払 うよう請

求せよ。

9 被 告は,被 告補助参加入有馬純夫に対し,49万 5319円 及びこれに対す

る平成 18年 5月 1日から支払済みまで年 5分 の割合による金員を支払 うよう

請求せよ。

10 被告は,被 告補助参加入高島和男に対し, 65万 8585円 及びこれに対す

る平成 18年 5月 1日から支払済みまで年 5分 の割合による金員を支払 うよう

請求せよ。

11 被告は,被 告補助参加入鳴田幾雄に対し, 83万 0279円 及びこれに対す

る平成 18年 5月 1日から支払済みまで年 5分 の害」合による金員を支払 うよう

請求せよ。

12 被告は,被 告補助参加入島田俊六に対し, 80万 3998円 及びこれに対す



る平成 18年 5月 1日 から支払済みまで年 5分 の割合による金員を支払 うよう

請求せよ。

第 2 事 案の概要

本件は,熊 本市の住民である原告らが,熊 本市議会議員であつた被告補助参

加人ら12名 が熊本市から交付を受けた平成 17年 度の政務調査費を違法に支

出し,こ れを不当に利得したと主張して,地 方自治法 242条 の2第 1項 4号

に基づき,被 告に対し,被 告補助参加人らに対して,上 記支出金額に相当する

金員の返還及びこれに対する上記政務調査費の支出に係る収支報告書の提出期

限の翌日である平成 18年 5月 1日 から支払済みまで民法所定の年 5分 の割合―

による遅延損害金の支払を請求するように求めた住民訴訟である。

1 争 いのない事実等 (以下の各事実は,当 事者間に争いがないか,文 中掲記の

各証拠により,容 易に認定することができる。)

(1)当 事者等

ア 原 告らは,熊 本市内に居住する者である。

イ 被 告は,地 方自治法 242条 の2第 1項 4号 所定の熊本市の執行機関で

ある。

ウ 被 告補助参加入らは,い ずれも平成 17年 度当時,熊 本市議会議員であ

った者である (以下,被 告補助参加人らにつき,「被告補助参加人」の表V

記を省略 し,「議員」の表記を付加するとともに,「被告補助参加人ら」

を 「議員 ら」と呼称する。)。                 '

(2)政 務調査費に関する法令の定め (抜粋)

ア 地 方自治法 (平成 20年 6月 18日 法律第 69号 による改正前のもの。 ,

以下同じ。)の 規定

例 100条 13項

普通地方公共団体は,条 例の定めるところにより,そ の議会の議員の

調査研究に資するため必要な経費の一部として,そ の議会における会派



又は議員に対し,政 務調査費を交付することができる。この場合におい

て)当 該政務調査費の交付の対象,額 及び交付の方法は,条 例で定めな

ければならない。

1/F)100条 14項

前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条 例の定めるとこ

ろにより,当 該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出す

るものとする。

イ 熊 本市議会政務調査費の交付に関する条例

熊本市は,地 方自治法 100条 13項 及び 14項 の規定を受け,熊 本市

議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として議員に対し政務

調査費を交付することに関し,必 要な事項を定めるものとして,熊 本市議

会政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年 3月 30日 条例第 8号。平

成 16年 3月 31日 条例第 39号 により改正。以下 「本件条例」という。)

を制定している。その主たる内容は,以 下のとおりである。

171 2条 (交付対象)

政務調査費は,熊本市議会の議員の職にある者 (以下 「議員」という。)

に対して交付する。

岡  3条 (交付額及び交付の方法)

1項  政 務調査費は,各 月 1日 (以下 「基準 日」という。)に 在職す

る議員に対し,月額 20万 円を一会計年度の半期ごとに交付する。

(功 5条 (使途基準)

議員は,政務調査費を別に定める使途基準に従つて使用するものとしぃ

市政に関する調査研究に資するための必要な経費以外のものに充てては

ならない。

l‐l o条 (収支報告書の提出)

1項  政 務調査費の交付を受けた議員は,政 務調査費に係る収入及び



支出の報告書 (以下 「収支報告書」という。)を 作成 し,議 長に

提出しなければならない。

2項  前 項の収支報告書は,前年度の交付に係る政務調査費について,

毎年4月 30日 までに提出しなければならない。

例  7条 (政務調査費の返還)

1項  市 長は,政 務調査費の交付を受けた議員がその年度において交

付を受けた政務調査費の総額から,当 該議員がその年度において

市政の調査研究に資するための必要な経費として支出した総額を

控除して残余がある場合,当 該残余の額に相当する額の政務調査 V

費の返還を命 じることができる。

2項  市 長は,政 務調査費の交付を受けた議員が次に掲げる事由に該

当すると認めたときは,政 務調査費の一部又は全部の返還を命 じ

ることができる。

(1)5条 の規定に違反 した場△
' 日

(2)政 務調査費について,虚 偽その他不正行為があったと認めら

 ヽれ る場合

lD1 8条 (収支報告書の保存)

議長は, 6条 の規定により提出された収支報告書を,提 出期限の日か
V

ら起算して5年 を経過する日まで保存しなければならない。

lt1 9条 (委任)

この条例に定めるもののほか,政務調査費の交付に関し必要な事項は,

市長が規貝Jで定める。

ウ 熊 本市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則

熊本市は,本 件条47119条を受け,熊 本市議会政務調査費の変付に関する

条例施行規則 (以下 「本件規則」とい う。)を 定めている。その主たる内

容は,以 下のとおりであり,本 件規則 5条 の別表は,別 紙 2の とお りであ



る (以下,同 表に定められた政務調査費使途基準を 「本件使途基準」とい

う。)。

171 5条 (使途基準)

条例 5条 に規定する政務調査費の使途基準は,別 表に定めるとお りと

する。

例 6条 (収支報告書の写しの送付)

議長は,条 例 6条 の規定により提出された政務調査費収支報告書 (様

式第 6号 )の 写しを市長に送付するものとする。

例 7条 (政務調査費の返還)

政務調査費の返還は,政 務調査費返還届 (様式第 7号 )に より行 うも

のとする。

l‐1 8条 (会計帳縮等の整理保管)

1項  政 務調査費の交付を受けた議員は,政 務調査費の支出について

支出伝票 (様式第 8号 )及 び出張記録書 (様式第 9号 )を 作成 し,

現金出納総,当 該議員名義の預金通帳を備えた会計帳締等を調製

するとともに,領 収善等の証拠書類を整理しなければならない。

2項  政 務調査費の交付を受けた議員は,前 項の証拠書類等について

当該政務調査費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5

年を経過する日まで保管しなければならない。

3項  政 務調査費の交付を受けた議員は,政 務調査費の支出について

やむを得ない理由により領収書を徴 し得ない場合は支払証明書

(様式第 10号 )を もつてこれに代えることができる。

(3)政 務調査費の支出

議員らは,平 成 17年 度政務調査費 (以下 「本件政務調査費」という。)

として,下 記のとおり支出した (以下,一 括して 「本件各支出」という。)。

記



ア 矢 野昭三議員 事 務所費 160万 2939円

イ 荒 木哲美議員 事 務所費 61万 3315円

ウ 三 島良之こと二嶋静良議員 事 務所費60万 円

工 田 尻清輝議員 事 務所費 65万 0685円

オ 紫 垣正良議員 事 務所費 67万 7713円

力 田 尻善裕議員 事 務所費 78万 4942円

キ 落 水清弘議員 事 務所費 90万 1477円

ク 西 泰史議員  事 務所費 53万 4131円

ケ 有 馬純夫議員 事 務所費49万 5319円

コ 高 島和男議員 事 務所費 65万 8585円

サ 鳴 田幾雄議員 調 査旅費 83万 0279円

シ 島 田俊六議員 調 査旅費 80万 3998円

(4)監 査請求

原告らは,平 成 19年 3月 1日 ,被 告に対し,全 ての議員に対して,本 件

政務調査費の目的外使用分の返還を請求することその他を求めて,熊 本市監

査委員に対し,地 方自治法 242条 1項 に基づく監査請求を行つた。

熊本市監査委員は,同 年 4月 27白 付けで,原 告 らに対し,監 査請求のう ・

ち,被 告に対し、全ての議員に対して本件政務調査費の目的外使用分の返還
V`

を請求する部分については,こ れを棄却する旨の監査結果を通知した。

2 争 点と主張

(1)本 件各支出の違法性の判断基準

(原告らの主張)

ア 政 務調査費について

政務調査費とは,従 来,地 方自治体の寄附行為又は補助行為を認める地

方自治法232条 の2に基づいて地方議会の会派に対して交付されてきた

調査研究費につき,平 成 11年 に成立した 「地方分権の推進を図るための

10



関係法律の整備等に関する法律」により,地 方自治体の自己決定権, 自己

責任が拡大したことに伴い)地 方議会議員の専業化が進み議員活動の充実

が要請されるようになる一方で,政 治資金規正の強化等により政党及び議

員個人に対する寄附金等が制限されるようになったことから,地 方議会議

員の政策立案 。調査研究に資するための交付金について法的根拠を設ける

趣旨で,地 方自治法の一部を改正する法律 (平成 12年 法律第89号 )に

より,地 方自治法 100条 13項 , 14項 が新設されたものであり,本 来

的にはあくまでも地方議会議員の政策立案 。調査研究に資するための交付

金としての性質を有するものである。政務調査費の制定にあたつては,総

務省が示すとおり,情 報公開を促進 し,そ の使途の透明化を確保 し,住 民

から批判を受けることがないように配慮すべきことが要請 されている。 し

かし,地 方自治法上,政 務調査費の使途につき,こ れを裏付ける領収書の

添付義務までは課されず,い わゆる収支報告書の提出を要求するのみに止

まり (同法 100条 14項 ),ま た,各 地方自治体で制定された条例にお

いても,収 支報告書の提出義務を課すのみで,領 収書の添付義務は課され

ていなかったが,政 務調査費の使途を問題視する地方自治法 242条 の2

第 1項 4号 に基づく住民訴訟が各地で提起され,そ の司法判断の積み重ね

により,社会的にも政務調査費の使途がチェックできないこと,その結果,

多額の住民の血税が適切でない使途に用いられてきたことに対する問題意

識が高まった。その結果,政 務調査費の使途の透明化を求める世論は,も

はや全国的な常識となったと評価してよいのであり,熊 本市議会では,平

成 20年 4月 から,熊 本県議会では,平 成 21年 4月 から,全 ての領収書

の添付義務が課されることとなつた。

イ 政 務調査費の使途の適法性をめぐる証明責任について

政務調査費に関する法令の規定 (地方自治法 100条 13項 , 14項 ,

本件条例 2条 )3条 1項 , 5条 ,本 件規則 5条 , 8条 1項 。2項 )は ,当



該政務調査費の支出が真に政務調査費のために支出されたかどうかをチェ

ックし, もつて自治体財政の透明性を図る点にその趣旨がある。そして,

本件条例 7条及び本件規則 7条 の規定は,政 務調査費が市民の血税から支

出されるものであることから,残 余額が生ずる場合や目的外使用があつた

場合には,そ れは当然に不当利得となり,当 該議員には,熊 本市に対して

不当lll得返還義務が生ずることから,当 該残余額が返還されることを確認

的に規定 したものといえる。もつとも,本 件政務調査費に関しては,そ の

使途を裏付ける領収書の提出義務までは課されておらず,各 議員による自

己申告による収支報告書のみを提出すればよいこととなっていたため,実 ヤ

際には,原 告 らに目的外使用の有無をチェックする術はなかった。

このように,政 務調査費の使途を裏付ける領収書の提出までは要求され

ていないとい う制度の下では,政 務調査費の使途について,原 告 ら一般市

民が政務調査費の不当な使途を立証しうるだけの十分な証拠を入手するこ

とは困難である。そのため,裁 判例は一般に,立 証責任を転換することに

より具体的な解決を図つてきた。したがって,本 件のような政務調査費の

使途の適法性を問 う訴訟においては,原 告らにおいて,政 務調査費の使途

の連法性を疑わしめる主張 ・立証が行われた場合には,被 告及び議員ら側

において,そ の使途の適法性に関する童張 ・立証をしない限り,当 該政務
~

調査費の使途は違法となるものと考えるべきである。

ウ 政 務調査費の支出の適法性判断基準について

171 違法支出 (目的外使用)と 返還義務

政務調査費は,そ の使途が限定され,市 政に関する調査研究に資する

ため必要な経費以外のものに充てることが禁止され,交 付を受けた議員

に会計帳総等の調製や領収書等の整理保管が義務付けられているから)

地方自治法や本件条例及び本件規則の趣旨に従い,適 正に使用されるべ

きである。そして,議 員が保管整理を義務づけられている領収書等の資
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料に照らし,社 会通念上市政に関する調査研究に資する適正な支出と認

めることができない支出 (目的外使用)が ,本 件使途基準に合致しない

違法な支出となることは明らかである。さらに,議 員が政務調査活動に

必要な費用として支出したことにつき,そ れを裏付ける資料がなく,議

員においてこれを積極的に補足する説明もしない場合には,当 該支出も

違法と評価されるというべきである (仙台高等裁判所平成 18年 (行コ)

第 20号 政務調査費返還履行請求控訴事件同 19年 4月 26日 判決,青

森地方裁判所平成 17年 (行ツ)第 4号 政務調査費返還履行請求事件同

18年 10月 20日 判決参照。)。このような場合,当 該議員への政務

調査費の交付は,法 律上の原因を失つた支出として不当利得となり,返

還義務が生じるというべきである。

仔)事 務所費に関する判断基準

本件使途基準によれば,事 務所費は 「議員の行 う調査研究格動のため

に必要な事務所の設置,維 持管理等に要する賃借料)維 持管理費,備 品

購入費, リース代等の経費」として支出すべきことが定められている。

しかしながら,同 規定は余 りに漠然としており,同 規定からは,個 々具

体的な支出の違法 ・合法の判断基準が明らかとならない。そこで,月 額

67万 8000円 の議員報酬とは別個の法的根拠に基づき,市 政のため

の調査研究という純粋な研究目的のためにのみ支出が許される政務調査

費の適正な支出という法の要請の観点から,政 務調査費が,い わば 「第

二の議員報酬」と同視されないよう,個 別的事案において具体的に判断

することが可能な判断基準を定立する必要がある。

a ま ず)「領収書」提出による裏付けがない支出は違法とすべきであ

る。本件規則 8条 1項 は,政 務調査費の使途の適正を事後的にチェッ

クすることを可能とし,も つて,政 務調査費の財源である市民め血税

の使用の適正化を図るため,政務調査費の交付を受けた各議員に対し,
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「支出伝票」のほか,「現金出納簿」,「会計帳簿」の作成を義務づけ

ている。この趣旨を全うするためには,法 律上も,社 会通念上も,第

二者発行の領収書で行 うのが合理的であるから (民法486条 ),本

件規貝」は,議 員自身が作成する支出伝票,現 金出納簿,会 計帳簿の作

成のみならず,第 二者が 「いつ」,「誰が」,「誰に対し」,「何を」,「い

くらで売却じ〕対価を支払つた」かを記載して作成 。発行する 「領収

書等」を 「証拠書類」として保管することを義務づけたものである。

また,本 件規則 8条 2項 は,上 記領収書を収支報告書の提出日から起

算して5年 間保管することを義務づけているから,上 記嶺収善は,収 じ/

支報告書の提出日である毎年4月 30日 から5年後においても,領 収

書自体から判読可能な状態のもの (領収書原本)でなければならない。

したがって,「いつ」,「何を」,「いくらで」,「誰から」購入 したもの

かが明らかになるもので,か つ,そ れらの事情が領収書自体から判読

可能な領収書原本による裏付けのない支出はすべて違法である。

b 次 に,「領収書」による裏付けがある場合であつても,「事務所費」

とはいえない支出は違法である。

(a)本 件使途基準上の他の支出項目 (研究研修費,調 査旅費,資 料作

成費,資 料購入費,広 報費,広 聴費,人 件費,そ の他の経費)か ら――

支出すべき支出は,当 該項目で計上すべきであって,事 務所費から

の支出は違法とすべきである。

(b)本 件使途基準は,「事務所費」として,「議員の行 う調査研究活

動のために必要な事務所の備品購入費」を掲げるところ, ここでい

う 「備品」は,備 え付けておく物を指すというべきであるから,上

記 「備品」には,使 用するにしたがって無くなっていく消耗品は含

まないと解するべきである。

(c)政 務調査費は,月 額 67万 8000円 の議員報酬とは別個の法的
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根拠に基づき,市 政に関する調査研究という純粋な研究目的のため

に,あ えて市民の血税をあてがって支出されるものであるから,社

会通念に照らし,市 政に関する調査研究と直接の関連性がない支出

は,「事務所費」に該当しないというべきである。

c さ らに,領 収書があり,「事務所費」としての支出であつても,政

務調査のための支出として不相当あるいは高額な支出は,す べて違法

である。そして,議 員の行 う調査研究活動のために必要な事務所 (以

下 「政務調査のための事務所」という。)カミ他の用途 。目的により設

置されている事務所と一体化 している場合には,政 務調査のために事

務所所在地を公表 し,他 の事務所との一体性がないことをあらかじめ

公開している場合でない眼り,そ の支出は違法である。このような場

合,政 務調査費が,月 額 67万 8000円 の議員報酬とは別個の法的

根拠に基づき,市政に関する調査研究という純粋な研究目的のために,

あえて市民の血税をあてがって支出されることに照らせば,政 務調査

費は,社 会通念に従つて,相 当な範囲での支出に限定されるべきであ

る。政務調査のための事務所が,他 の用途 (議員が経営に携わる会社

の事務所,`議員の自宅,政 党の支部,後 援会事務所,議 会控室等)の

一つでも重なり合い,一 体化している場合には,そ れぞれの事務所自

体が輝然一体のものであり,そ れぞれの事務所の明確な使用割合も判

然としないから,結 局,政 務調査費としての支出といいながら,そ の

実態は, 自宅,後 援会事務所,政 党支部,議 会控室の賃料やその備品

代を政務調査費から支払 うに等しい結果となる。そして,原 告らの側

において,議 員の事務所の使途方法の詳細まで立証することはおよそ

不可能であるから,原 告らにおいて,同 使途につき,そ れがもつぱら

政務調査のために使用 されていない高度の蓋然性を証明した場合に

は,当 該議員を含めた被告側において,そ の事務所がもつぱら政務調

15



査のために使用されたことを立証しない限り,そ の支出はすべて違法

とすべきである。そして,議 員自らが経営に携わる会社の事務所, 自

宅,政 党支部)後 援会事務所,議 会控室はいずれも市政に関する政務

調査を行 うことを目的として設置された場所ではないから,こ れらの

用途と政務調査のための事務所とが一体化している場合は,同施設が,

もつぱら政務調査のために使用されていない高度の蓋然性が認められ

るというべきである。

lpl 調査旅費に関する判断基準

本件使途基準によれば,調 査旅費の使途基準は 「議員の行 う調査研究V

活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する交通費,旅 費,宿

泊費等の経費」と規定されているのみであり,本 件規則には,個 別具体

的な政務調査の支出の違法性に関する半J断基準は定められていない。 し

かしながら,政 務調査の趣旨や本件条例 5条 の 「市政に関する調査研究

に資するための必要な経費以外のものに充ててはならない」との規定等,

政務調査費の適正な使途の確保を目的とする諸規定に照らせば,調 査研

究活動の実質がない場合,調 査研究活動と市政との関連性がない場合や

必要性 ・合理性がない場合には,当 該政務調査費の支出は違法とされな

ければならない (仙台地方裁判所平成 19年 4月 27日 判決参照)。そ
V

して,原 告らは,議 員らの各支出につき市政に関する調査研究に資する

ために必要な経費に充てられたものとはいえないこと,つ まり,調 査研

究活動の実質がないことや調査研究活動に市政との関連性がないこと,

必要性 ・合理性がないことを推認させる一般的,外 形的な事実を主張立

証すれば,当 該政務調査費の文出が違法であることが推認されるという

べきである。そして,被 告及び議員らが,原 告らの主張立証に対 して,

当該調査研究―活動につき,① なぜそこに行く必要があると判断したのか

の判断過程を合理的に説明できない場合,② 調査 。研究の実施事実,具
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体的内容,個 別の経費につき説明できない場合,③ 調査 ・研究の実施事

実,具 体的内容,個 別の経費につき裏付けとなる資料がない場合,④ 調

査結果を市政に活用した事実を具体的に摘示できない場合には,市 政に

関する調査研究に資するため必要な経費に充てられたと認めるに足りる

具体的な使途を明らかにすることができず,当 該支出が調査研究のため

に必要な経費に充てられたという反証がなかったものとして,当 該調査

研究活動に関する政務調査費の支出は違法と考えるべきである。

鳴田幾雄議員及び島田俊六議員の各調査旅費の中には,熊 本市議会議

員の報酬,期 末手当及び費用弁償に関する条例 (以下 「報酬等条例」と

いう。)5条 2項 や熊本市職員等の旅費支給に関する条例 (以下 「旅費

条例」という。)に 準拠 して,報 酬等条例等が採用する定額方式によっ

て計算された調査旅費の支出をしていると思われるものがあるが,本 件

条例 5条 は,「市政に関する調査研究に資するための必要な経費以外の

ものに充ててはならない」と規定しているのであるから,当 該調査研究

活動に要 した実費を填補する範囲内での文出しか許されないというべき

であり,実 費填補以上の支出は本件使途基準に照らして必要性 ・合理性

を欠き違法というべきである (仙台地方裁判所平成 19年 11月 13日

判決参照)。したがって,議 員が,調 査旅費のために要 した実費相当額

を超える金員を政務調査費から支出した場合は,当 該超過部分の支出は

違法となる。仮に,現 実に要した実費の多寡にかかわらず,標 準的な実

費である一定額を支給する定額方式を採用する場合を認めるとしても,

実費填補の原則からすれば,当 該定額方式が実費相当額 とほぼ一致して

おり,当 該調査旅費に要した実費を厳密に算出することが不可能ないし

著しく困難であることを,被告及び議員らにおいて具体的に説明できず,

かつ,そ の裏付けとなる資料を提出できない場合には,定 額方式による

支出は,本 件使途基準に熙らして必要性 ・合理性を欠くものとして違法
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というべきである。

(被告の主張)

ア 現 行の地方自治制度は,議 会及び長がともに住民の直接選挙によつて

選ばれ, ともに住民の代表機関たる地位に立つ首長主義をとつている。

その特色は,議 会及び長がそれぞれ独立して権限を行使 し,相 互の牽制

と均衡を通じて,適 正な行政運営を図ることにある。政務調査費の使用

の適否を判断するにあたつては,か かる地方自治制度の本旨を十分に理

解し,か つ,尊 重 し,政 務調査費の制度を地方 自治制度の中に,適 切,

かつ,正 当に位置づけてみることが重要である。           v

イ 地 方自治法 100条 13項 は,政 務調査費を交付する対象を議会にお

ける会派又は議員 とし,同 規定を受けて,本 件条例は,政 務調査費は議

員に対して交付することとし(2条 ),月 額 20万 円を一会許年度の半期

ごとに交付する (3条 1項 )旨 規定しているから,本 件条例は,議 員の

良識を信頼 し,そ の適正な支出を議員の良識に委ねる姿勢を取つている

ものといえる。次に,地 方 自治法 100条 14項 及び本件条例 6条 は,

政務調査費の交付を受けた議員は,収 支報告書を作成し議長に提出する

ものとする旨定め,同 条例 8条 は,議 長は,同 報告書を5年 間保存しな

ければならない旨定めている。このように,収 支報告書の提出先は,市 ―

長ではなく,議 長であり,本 件規則 6条 によれば,市 長は,議 長から収

支報告書の写しを送付されるにすぎない。これ らの規定は,収 支報告書

の取扱いを市長から切 り離 し,議会の自律に委ねる趣旨であるといえる。

また,議 会の調査活動及びこれを支え実効あらしめる議員の調査活動は

その範囲がすこぶる広範であり,中 には,市 長に対し,市 政の責任を問

い,市 長に不利益であつたり市長を批判するための調査活動も当然含ま

れるものであり,そ のような議員の活動を現金出納簿等や領収書等によ

り解析 し,金 銭の動きの面から如実に把握 し得るようなことになれば,
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市長が,議 員活動に容易に容啄,介 入することができ,議 員活動を抑制,

萎縮させる弊害があることから,現金出納簿等や領収書等の証拠書類は,

市長に提出されないこととなっており,議 長にすら提出する必要がない

ものとされている。さらに,議 会内部においても議員の自律性や議員に

対する高い信頼に鑑み,領 収書等の証拠書類を議長に提出させたり,議

長に調査を許すような制度とはなっていない。議員は,本 件規則 8条 に

より,現 金出納締等の調製や領収書等の証拠書類の整理が義務付けられ

ているが, これは,議 員に対する政務調査費という公金の管理及び支出

の負託に対する当然の職責を定めたにすぎず,地 方自治法及び本件条例

には,あ えてこの類の規定は設けられていない。

ウ 以 上によれば,本 件条例の,市 長が,政 務調査費に残余が生じた場合,

本件使途基準に従わない必要経費以外に充てられた場合及び虚偽その他

不正行為があっだ場合に議員に政務調査費の返還を命じることができる

旨の定めは,市 長が市の財産の管理者としての職黄を有することから当

然のことを規定したものであって,市 長としては,財 産の管理者,予 算

の執行者の立場から,政 務調査費が正当に支出されているか否かの半じ断

にあたって,議 長から送付されてきた収支報告書の写しのみを見分して

本件使途基準や金額に照らし一見明白な条例違反や不正行為が認められ

ない場合には,正 しい政務調査費の支出がされたものと判断することが

でき,ま た,そ のように判断しなければならないのである。

(矢野昭三議員の主張)

本件条例が,証 拠書類等の整理保管を各議員において行い,議 長,市 長ヘ

の提出を義務づけていない (本件規則 8条 )の は,議 員と議会,議 員と市長

との均衡を考慮 し,各 議員において政務調査費の具体的支出についてある程

度の裁量を与えているからである。また,本 件使途基準は,項 目と具体的使

途が例示されているにすぎず,実 際の個別具体的な支出に際 して政務調査活
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動に当たるか否かの半t断は,各 議員において行 うことが予定されており,そ

のため,そ の判断にあたつては各議員にある程度の裁量が与えられているの

である。さらに,地 方議会の権限は,条 例の制定,予 算の議決等地方行政全

般にわたることからすれば,議 員の調査活動も広範かつ多岐にわたるもので

あり,調 査活動の内容についても各議員にある程度自由な裁量が認められて

いるものである。

以上からすれば,本 件条例 7条 に基づく市長の各議員に対する返還請求に

関しては,議 員がその裁量の範囲を著しく逸脱したり,そ のために支出した

金額が相当な範囲を超えている場合に限つて,違 法もしくは法律上の原因を
V

欠く支出とされるべきである。

矢野昭三議員が支出した各費用は,い ずれも市議会議員の活動のための相

当な費用か,も しくは裁量の範囲内の費用であつて,裁 量の範囲を著しく逸 1

脱 したものでないことは明らかであるから,原 告らの請求は理由がない。

(田尻清輝議員及び田尻善裕議員の主張)

そもそも,政 務調査費は,地 方分権推進に伴い,普 通地方公共団体の議員

の調査研究活動の基盤強化を図る趣旨で設けられたものであり (地方自治法

100条 13項 ,14項 ),そ の趣旨に照らせば,そ の適正な使用の確保は,

第 1次的には,そ の交付を受けた各議員において自律的に行 うべきものと考
~`

えられる。他方で,政 務調査費の支出の適正を図り,そ の透明性を確保する

必要もあることから,法 は条例で具体的に政務調査費の支出に関する規定を

定めるようにしている。本件においては,本 件条例 5条 と,こ れを受けた本

件規則 5条及び本件使途基準において,政 務調査費の実体的要件として支出

基準が定められているのである。そして,支 出の適正,透 明性確保の観点か

ら,本 件規則 8条 1項 は,現 金出納簿,当 該議員名義の預金通帳を備えた会

計帳簿等を調製するとともに,領 収書等の証拠書類を整理しなければならな

いとしつつも,同 条 3項 において,や むを得ない理由により領収書を徴し得



ない場合は支払証明書をもつて代えることを認めている。これらの規定は,

原告らが主張するような厳格な内容の領収書に限らず,お よそそれ以外の証

拠書類をも認め,領 収書を徴し得ない場合に支払証明書をもつて代えること

を認めているのである。 したがつて〕「領収書」の提出がなければ違法な政

務調査費の支出とする原告らの主張が独自のものであり,採 用できないこと

は明らかである。

(紫垣正良議員の主張)

原告らは,原 告らの側において議員の事務所の使途につきそれがもつぱら

政務調査のために使用されていない高度の蓋然性を証明した場合には,議 員

の側において,そ の事務所がもつぱら政務調査のために使用されたことを立

証 しない限り,そ の事務所賃料や光熱費の支出は全て違法とすべきであると

主張する。そして,政 務調査のための事務所が,会 社事務所, 自宅,政 党支

部,後 援会事務所及び議員控室と一体となっている場合には,も っぱら政務

調査のために使用されていない高度の蓋然性が認められるとする。 しかしな

がら,紫 垣正良議員の事務所は1つ しかなく,政 務調査活動とそれ以外の議

員活動を明確に区別することが困難であるとしても,同 議員がその事務所に

おいて政務調査活動を全般的に行つていたことは否定できない事実である。

したがつて,当 該事務所についてもつぱら政務調査のために使用されていな

v 高ヽ度の蓋然性が認められるものでないことは明らかであるから,上 記原告

らの主張には理由がない。

(西泰史議員及び有馬純夫議員の主張)

本件規則 8条 1項 において各議員が整理を義務付けられているのは,「領

収書等の証拠書類」であつて,「領収害」のみではない。また,同 条 3項 で

は 「政務調査費の支出についてやむを得ない理由により領収書を徴し得ない

場合は支払証明書 (様式第 10号 )を もつてこれに代えることができる。」

と規定されているから,原 告らの 「領収書」の提出による裏付けがない支出

つ
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はすべて違法である旨の主張は採用できない。

また,原 告らは,宛 名のない領収書では 「領収書」の裏付けのない支出で

あって違法であると主張するが,宛 名のない 「領収書」であっても,当 該領

収書を実際に所持 ・保管し,そ の内容を会計帳簿等に記録して支出を管理 し

ているという事実からすれば,通 常,そ の者が当該支出を行つたことが事実

上推認されるものである。また,不 特定多数の消費者を相手として取引を行

う事業者の場合,宛 名を省略しても構わないことが一般の取引jlg行となって

いるから,原 告らの主張は採用できない。

さらに,原 告らは,感 熱紙を用いた領収書は5年 間の保存に耐えず,本 件 ヤ`

規則に定める 「領収善」とはいえないと主張するが,用 紙の選択は発行者側

の問題であり,金 額が多額でない場合に普通紙による領収書まで要求しない

のが一般の取引慣行であり,そ の領収書に基づいて帳簿等が作成されれば,

支出日,支 出先,金 額,支 出内容等の情報は確実に保存されるのであって,

領収書の用紙が感熱紙であることは何 ら問題がない。

原告 らは,領収書の但書の記載から何を購入したか不明なものも「領収書」

による翼付けがない旨主張するが,但 書が全く書かれていなくても,発 行者

から購入品の種類が推認できるものもあるし,そ うでなくとも出納帳の記載

や議員によつて購入品が合理的に説明されるなどした場合に,そ の説明どお~

りの物品が購入されたものと推認されるはずである。

原告 らは, レジから打ち出されるレシー トは 「単なるレシー ト」であると

して,「領収書」による裏付けがないと主張するが, レシー トが取引慣行上

も印紙税法上も領収書として取り扱われているのであるから,原 告らの主張

は失当である。

(高島和男議員の主張)

ア 田 尻清輝議員及び田尻善裕議員の上記主張を援用する。

イ 熊 本市議会では,「政務調査費の取扱いについて」と題する冊子を作成
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し,政 務調査費の支出の基準とするように議員に交付している。本件政務

調査費の支出時点では,本 件条例,本 件規則及び上記冊子が,政 務調査費

支出の適法性 ・相当性判断の拠 り所であつたのである。そして,上 記冊子

の 「6 政 務調査費の使途 (1)支出できる経費」の 「事務所費」の項には,

「議員の行 う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管 理に要する経

費 (事務所の賃借料,維 持管理費,備 品 。事務機器購入費,リ ース代等)」

と記載されているに過ぎない。

原告らは,事 前に政務調査のための事務所所在地を公表し,他 の事務所

との区別が明確にされていない限り,政 務調査のための事務所であるとは

いえないと主張するが,か かる主張は,本 件条例,本 件規員J,上記冊子の

いずれにも記載がなく,原 告ら独自のものである。本件各支出の適法性の

判断は,そ の当時適用されるべき本件条例,本 件規則をもとにぅ上記冊子

などを参考に行われるべきであって ,そ の後に制定された規程あるいは見

解を基にすることがあつてはならない。

(島田俊六議員の主張)

政務調査費は,地 方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法

律により地方 自治体の担 う役割が増大したことに伴って,多 様化する社会情

勢や市民のニーズに対応し,地 方議会の活性化を図るために,そ の審議能力

を強化し,議 会機能を充実させていくことが必要不可欠であり,地 方議員の

調査活動基盤の充実強化を図るために設置されたものである。そして,地 方

自治体の議会は,条 例の制定,予 算の議決等地方行政全般について広範な権

限を持つことに鑑みれば,こ の権限を適正かつ有効に行使するための各議員

の調査活動も多岐にわたるものである。かかる観点からすれば,各 議員が行

う調査活動における調査対象の選定,調 査方法等の判断については,各 議員

のある程度の自由な裁量に委ねられていると考えるべきである。したがつて,

当該調査活動が,か かる裁量の範囲を著しく逸脱したり,そ のために支出し
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た金額が相当な範囲を超える場合に眼つて,違 法もしくは法律上の原因を欠

く支出とみるべきである。

島田俊六議員は,旅 費条例に定められている基準をもとに調査旅費を計上

した。公務員の旅費については,国 ・地方を間わず,定 額方式が採用されて

お り,こ れは全ての領収書を要求した場合には事務処理量が増大することか

ら,計上のための経費を節約することを目的としたものである。したがつて,

本件条例及び本件規員1には政務調査費の調査旅費算定にあたって旅費条例を

準用する旨は規定されていないが,旅 費条例に基づいて算出される金額は,

当該出張の旅費として適正なものであれば,こ れを政務調査費の調査旅費と
V

して計上することは,何 ら不合理ではない。

(2)本 件各支出の違法性

(原告 らの生張)

嶋田幾雄議員及び島田俊六議員を除くその余の議員については,同 議員ご

との別表の 「科 目」,「内訳」,「文出額」(西泰史議員及び有馬純夫議員につ

いては「支出先」欄が加わる。)棚 記載の各支出につき,鳴 田幾雄議員及び島

田俊六議員については,両 議員の別表の「用務先」,「出張期間」,「用務」,「旅

費」オ岡記載の各支出につき,「原告らの主張」欄に記載のとおりである。

(被告及び議員 らの主張)                       ~

別表の上記各棚記載の各支出につき,「被告 ・補助参加人の主張」棚に記

載のとおりである。

(3)遅 延損害金の起算日

(原告 らの主張)

本件条例 6条 2項 は,収 支報告書の提出日を,「前年度の交付に係る政務

調査費について,毎 年 4月 30日 までに提出しなければならない。」と規定

しているから,議 員らは,そ の交付を受けた年度の翌年度の4月 30日 まで

に政務調査費の残余金を精算しなければならない。したがって,本 件各支出
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は,平 成 18年 4月 30日 までに返還されなければならなかったのであり,

議員らは,そ の翌日である同年 5月 1日以降の遅延損害金を支払わなければ

ならない。

(被告の主張)

争う。

第 3 争 点に対する判断

1(1)判 断基準

地方自治法 100条 13項 は,普 通地方公共団体の議会の議員の調査研究

活動に資するため必要な経費の一部として,会 派又は議員に対して政務調査

費を交付することを認め,そ の内容を条例で定めることとし,こ れを受けて

制定された本件条例 5条 を踏まえ,同9条 の委任を受けた本件規則において,

政務調査費の使途基準 (本件使途基準)カミ定められている。したがつて,本

件各支出が政務調査費として適法な支出であるか否かは,そ れらが本件使途

基準に合致するか否かによつて決せられることになる。

ところで,地 方自治法 100条 による政務調査費の制度は,地 方分権の推

進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により,地 方公共団体

の自己決定権や自己責任が拡大し,そ の議会の担 う役害Jがますます重要なも

のとなつてきていることにかんがみ,議 会の審議能力を強化し,議 員の調査

研究活動の基盤の充実を図るため,議 会における会派又は議員に対する調査

研究の費用等の助成を制度化し,併 せてその使途の透明性を確保しようとし

たものである (最高裁判所平成 17年 (行フ)第 2号 同年 11月 10日 第一

小法廷決定 。民集 59巻 9号 2503頁 参照)。

そして,上 記政務調査費の制度趣旨に加え,地 方公共団体の議員の活動内

容は広範に及ぶこと (同法 100条 1項参照)や ,政 務調査費の財源を当該

地方公共団体の住民の経済的負担に依拠 していることを併せ考慮すると,当

該支出が議員の行 う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を
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欠いている場合には,当 該支出は本件使途基準に合致 しないものとして不適

法となると解するのが相当である。

(2)主 張立証責任

本体は,原 告らが,地 方自治法 242条 の2第 1項 4号 に基づき,被 告に

対 し,そ の有する不当利得返還請求権の行使を違法に怠るものとして,本 件

各議員に不当利得金の返還を請求するよう求めるものであるから,原 告らに

おいて,不 当利得返還請求権の発生原因事実の一つである法律上の原因がな

いことを主張立証しなければならないと解するのが相当である。

これを本件に印していえば,原 告らは,本 件各支出が議員の行 う調査研究―

活動のための支出として,合 理性ないし必要性を欠いていることを主張立証

しなければならないことになる。もつとも,地 方自治法 100条 14項 及び

本件条例 6条 1項が政務調査費の変付を受けた議員に対し当該政務調査費に

係る収入及び支出の報告書の提出を義務づけ,本 件規則 8条 1項及び 3項 も

支出伝票及び出張記録書の作成,現 金出納簿,当 該議員名義の預金通帳を備

えた会計帳簿等の調製及び領収書等の証拠書類 (領収書を徴 し得なぃ場合に

は支払証明書)の 整理を要求していることからすれば,原 告らが,本 件各支

出が議員の行 う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠い

ていることを疑わせるに足 りる客観的事情を主張立証 した場合には,当 該支―″

出が違法であることが事実上推認 され,被 告及び各議員において,こ の推認

を妨げるに足りる反証を行 う必要があるというべきであり,こ の反証がされ

ない場合には,当 該支出が本件使途基準に合致しないものと認めるのが相当

である。

(3)具 体的検討

本件各支出の使途は,事 務所賃料その他の雑費と調査旅費とに大別するこ

とができるから,そ れぞれについて本件使途基準に合致するか否かを検討す

る (以下において,「番号」とい う記載は,各 議員ごとの別表の 「費目番号」
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欄記載の番号を意味する。)。

ア 事 務所賃料その他の雑費について

171 事務所賃料 (駐車場の賃借料も含む。)。維持費

a 政 務調査のための事務所の設置,維 持管理等に要する賃料 ・維持費

は,本 件使途基準の 「事務所費」に該当する。

b(a)も つとも,当 該事務所が,自 宅と同一建物 ・敷地内にある場合や

自己所有物又は本人が代表者等の機関となつている法人からの賃借

によるものである場合には,そ もそも事務所賃料 (駐車場の賃借料

も含む。)・維持費が発生 していること自体に合理的な疑いが強 く

生じるから,こ のことは,当 該支出が議員の行 う調査研究活動のた

めの支出として合理性ないし必要性を欠いていることを疑わせるに

足りる客観的事情ということができる。また,当 該事務所が,近 親

者からの賃借又は近親者が代表者等の機関となっている法人からの

賃借によるものである場合には,そ れ自体が直ちに事務所賃料 ・維

持費が発生していることに合理的な疑いを生じさせるものではない

が,こ の場合においても,具 体的事情によつては当該支出は議員の`

行 う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠く場

合もありうる。

(b)具 体的検討

① 三 島良之こと三鳴静良議員 (番号 1)

証拠 (丙ヲ 1～ 7, 8の 1～ 12, 9, 10の 1・ 2)及 び弁

論の全趣旨によれば,三 島良之こと三鳴静良議員は, 自宅 (後援

会事務所を兼ねる。)に 加え,自 宅と同一敷地 (同議員所有)内

にあり,か つ,こ れと隣接する建物の 1階部分を,同 人が取締役

(平成 17年 2月 24日 までは代表取締役)を 務め,同 建物の所

在地を本店所在地とする有限会社エム ・ケイ ・ケイから,政 務調
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査のための事務所として賃借 していること,同 建物は未登記とな

つており,そ の所有権の帰属先は不明確であり,土 地とともに,

同議員が所有しているとの疑いが残ることを考慮すれば,同 事務

所において,賃 料が発生することについては極めて強い疑義が生

じるというべきであり)三 島良之こと二鳴静良議員が同事務所を

実際に使用していたことを考慮しても,反 証としては十分ではな

く,当 該支出は本件使途基準に合致しないものと認める。

② 田 尻清輝議員 (番号 1)

証拠 (甲Dlの 1)及 び弁論の全趣旨によれば,日 尻清輝議員V

は,自 宅の敷地内にあり,そ の妻田尻慶子が代表取締役を務める

有限会社花園不動産の事務所と同議員の後援会事務所を兼ねた建

物を,政 務調査のための事務所として賃借 していることが認めら

れるところ,当 該事務所において賃料が発生することについては

極めて強い疑義が生じるというべきであり,田 尻清輝議員からこ

の点について合理的な説明もされていないから,当 該支出は本件

使途基準に合致しないものと認める。

③ 矢 野昭三議員 (番号 1)

証拠 (丙ル 3～ 5, 12)及 び弁論の全趣旨によれば,矢 野昭
V′

三議員は,そ の長男である訴外矢野悦生が代表取締役を務める有

限会社矢野畜産(以下「矢野畜産」という。)が所有する五場 ・事務

所の一部を政務調査のための事務所として,月 額 10万 円 (敷地

上の4台 分の駐車スペースの同社との共同利用を含む。)に より

賃借 していること,上 記事務所は矢野畜産の工場 ・事務所部分と

は明確に区別された 1区画にあり,桁 子 ・机等が置かれ,事 務所

としての実態を有していたこと,同 議員は矢野畜産に対して出資

持分を有していないことカミ、認められ,こ れらの事実によれば,当



該支出を本件使途基準に合致しない違法な支出であると認めるこ

とはできない。

門 そ の他の雑費

a 社 会通念上議員の行 う調査研究活動のために用いられるものと認め

られる通信 ・情報の収集に要する費用,資 料の作成 ・広報に要する物

品の購入費 (具体的には,電 話機,FAX,コ ピー機,印 刷機,パ ソ

コン,デ ジタルカメラ,備 品の維持 ・修理費,文 具,用 紙,電 話 ・イ

ンターネット等の利用料)書 籍 。地図等の購入費,封 筒 ・郵便切手代

等)は ,形 式的には本件使途基準の 「資料作成費」,「事務所費」,「広

報費」及び 「その他の経費」に該当する。また,陳 情等のために事務

所を訪れた市民に対する茶薬子代 (茶菓子を提供する場合に最低限必

要な食器類を含む。)も ,本 件使途基準の 「広聴費」として市民の市

政に対する要望及び意見を吸収するための会議等における茶菓子代が

認められていることに鑑み,「事務所費」に該当すると解するのが相

当である。したがつて,こ れらは,原 則として〕議員の行 う調査研究

活動のための支出と認めることができる (ただし,高 島和男議員の後

援会の封筒デザイン代,封 筒印刷代 (番号 5)は ,議 員の行 う調査研

究活動のための支出と認めることはできない。)。

b 事 務所の備品 ・消耗品について

事務所の備品 ・消耗品については,政 務調査のための事務所が事務

所として機能するために通常必要とされる備品 ,消耗品に該当する場

合には,「事務所費」に該当し,調 査研究活動のための支出と認めるこ

とができる。この観点からすれば,観 葉植物のリース代,花 の苗代,

常備薬代,テ ィッシュ代,タ オル代等はこれに該当しないというべき

である。具体的には,矢 野昭三議員 (番号 3, 5, 6, 9)11),

荒木哲美議員 (番号 2,4))紫 垣正良議員 (番号 5, 7, 9),日
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尻善裕議員 (番号 1, 2, 13の うちの加湿器),落 水清弘議員 (番

号 8, 10),西 泰史議員 (番号 63, 69)79)及 び有馬純夫議

員 (番号41, 47, 57)で あり,こ れらの支出については,反 証

があったと認めることはできずブ本件使途基準に合致しないものと認

める。

c 高 額支出について

政務調査費は,議 員の調査研究活動のために必要な経費として認め

られるものであるから,当 該支出が本件使途基準に合致するものであ

つても,社 会通念上,当 該費目の性質に比して不相当に高額であるこ

とが認められる場合には,こ のことは,か かる支出が議員の行 う調査

研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠くことを推認さ

せる客観的事情と認められる。これに該当するのは,日尻善裕議員 (番

号 9)で あり,反 証があつたと認めることはできないから,当 該支出

は本作使途基準に合致しないものと認める。

d 大 量購入について

原告らは,議 員らが,は がき ・郵便切手等を大量に購入 しているこ

とを指摘 し与高額であること,あ るいは備品のス トックは許されない

ことを主張するが,本 件使途基準において広報費が認められているこ

とを考慮すれば,は がき ・郵便切手等の購入が多量にのぼることは,

議員が行 う調査研究活動のための支出として合理性ないし必要性を欠

くことを推認させる客観的事情とはいえないから,原 告らの主張は採

用できない。

も 支 出費目ごとの補足説明

(a)ケ ーブルテレビ利用料

矢野昭三議員 (番号 10),荒 木哲美議員 (番号 3),日 尻清輝

議員 (番号 6),紫 垣正良議員 (番号 8),落 水清弘議員 (番号9)
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及び高島和男議員 (番号 11)は ,ケ ーブルテレビの利用料を政務

調査費 (会派共通経費)と して計上している。しかしながら,同 ケ

ーブルテレビ (熊本市民チャンネル,衛 星濠‖場)の 番組内容は娯楽

的要素の高いものが多く見られ(甲22)24),通 常のテレビ放

送による市政に関する情報収集手段があることからすれば,議 員が

行 う調査研究活動のための支出としての合理性ないし必要性を欠い

ていることを疑わせるに足りる客観的事情に該当するところ, これ

についての反証はされていないから,当 該支出は本件使途基準に合

致しないものと認める。

(b)有 馬純夫議員は,平 成 18年 3月 31日 ,パ ソコンデスク ・書棚

等を合計 26万 円ヽで購入している (番号4)が ,当 該支出は,議 員

の行 う調査研究活動のために必要な事務所の備品ということができ

るものの,支 出の日時及び額の点で疑義を生じる余地がある。 しか

しながら,有 馬純夫議員を含む公明党所属の熊本市議会議員は,市

議団議員室をもつぱら政務調査のための事務所として利用してお

り,上 記支出は市議団議員室で政務調査活動を行 う際に,既 存の机

等では手狭であったため,購 入する必要があつたものであり,購 入

時期が年度末になったのは,限 られた政務調査費の予算の中から調

査旅費,資 料購入費,広 報費等の政務調査活動に直接必要で不可欠

な支出を優先した結果であることが認められる (丙卜3)か ら,本

件使途基準に合致しないと認めることはできない。

その他

(a)原 告 らは,第 二者が 「いつ」,「誰が」,「誰に対し」,「何を」,「い

くらで売却 し,対 価を支払つた」かを記載して作成 ・発行する 「領

収書等」がない支出は本件使途基準に合致しない支出と認めるべき

であると主張する。

31



しかしながら,原 告 らの主張する 「領収書等」カミなくても,い か

なる費 目にいかなる額の支出がされたかについて立証がされる限

り,当 該支出が本件使途基準に合致するか否かは判断できるから,

原告らの上記主張は採用できない。

(b)も つとも,領 収書等が全く存在 しない場合については,本 件規則

8条 3項 が,や むを得ない理由により領収書を徴し得ない場合は支

払証明書をもつてこれに代えることができると規定していることか

ら,「やむを得ない理由」の存否を検討する必要がある。

西泰史議員 (番号 61)及 び有馬純夫議員 (番号 39)の 支出にも′

ついては,領 収書は存在せず,支 払証明書 (丙へ 4)で その理由に

つき 「領収書紛失による」と記載されているところ,両 議員の他の

支出については,すべて領収書類が備えられていることに照らすと,

やむを得ない理由が存在するものと認められる。

これに対し,矢野昭二議員 (番号 14),荒 木哲美議員 (番号 7),

田尻清輝議員 (番号 8),紫 垣正良議員 (番号 6, 12),落 水清

弘議員 (番号 13)及 び高島和男議員 (番号 13)の 各支出につい

ては,支 出を裏付ける領収書等が存在しないから,本 件使途基準に

合致しない。                        ~

(c)さ らに,領 収書等は存在するものの,感 熱紙等 (いわゆるレシー

トなど。)に よる印字であるために期間の経過とともに印字が消え

たり,領 収書等に品目として 「事務用品代」という概括的な記載が

されたり,領 収書等に品目は記載されていないが,領 収書等の発行

者が事務用品を取り扱つていること等から当該議員の主張する使途

と合致する可能性が高い場合には,当 該議員において本件使途基準

に合致する費目として当該支出を計上している限り,当 該事情のみ

をもって,議 員の行 う調査研究活動のための支出とし,て合理性ない
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し必要性を欠くことを推認させる客観的事情に当たるとまではいえ

ない。これに該当する支出として,矢 野昭二議員 (番号 4),田 尻

清輝議員 (番号 2～ 4),園 尻善裕議員 (番号 5, 14),落 水清

弘議員 (番号 7),西 泰史議員 (番号 1～ 3,7～ 9, 17,20,

24, 31～ 51)62, 67),有 馬純夫議員 (番号 1, 2, 9

～ 29, 40)45)及 び高島和男議員 (番号 1, 7, 8, 9)カ ミ

あり,当 該各支出は,本 件使途基準に合致しないとはいえない。

イ 他 の用途を有する支出について

例 本 件各支出の費目には,当 該議員の議員活動のための事務所,当 該議

員の後援会事務所, 自宅など,調 査研究活動以外の用途 (以下,こ れ ら

を一括 して 「他の用途」という。)と しても使用される事務所に係る支

出 (例えば,事 務所賃料,同 維持費)カミ存在する。このように当該支出

が他の用途のための支出にも該当することは,他 の用途として用いられ

た部分につき,議 員の行 う調査研究活動のための支出として合理性ない

し必要性を欠 くことを疑 うに足 りる容観的事情であると認められるか

ら,反 証のない限り,当 該支出のうち,他 の用途のためにされた支出部

分は本件使途基準に合致しないものと認めるのが相当である。

もうとも,実 際上,他 の用途のためにされた支出部分と議員の行 う調

査研究活動のためにされた支出部分を明確に区別することは困難である

といえるから,上 記反証がされない場合には,条 理上,当 該事務所賃料

又は同維持費を各用途 (活動)の 数で除した金員をもつて調査研究活動

のために使用された部分とし,そ の余の部分について本件使途基準に合

致しない支出と認めるのが相当である。

原告らは,政 務調査のための事務所と,議 員活動のための事務所を区

別すバきであると主張するが,議 員活動とその活動のための調査研究活

動は極めて密接な関係を有するものであり,社 会通念上も両者を区別 し
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て取り扱 うのは相当でないといえるから,原 告らの上記主張は採用でき

ない。また,原 告らは,議 員控室の利用を他の用途によるものであると

主張するが,議 員控室の利用は議員活動の一貫であるから,議 員活動の

ための事務所 と同様,調 査研究活動とは異なる用途に利用していたもの

であると認めることはできない。

何 具 体的検討

a 失 野昭三議員 (番号 1, 2, 4, 7, 8)

矢野昭三議員の政務調査のための事務所は, 自民党第 11支 部及び

後援会事務所の住所の届出が行われている (丙ル 12)の であるから,―

これ らの他の用途のためにも利用されていると認めるのが相当であ

る。そして,上 記他の用途のために用いられた苦「分につき反証がされ

ているとはいえないから,当 該事務所に係る支出 (番号 1, 2,4,

7, 8)に ついては,用 途の数に基づいて,こ れを3分 し,そ の2に

ついては本件使途基準に合致しないものと認める (円未満切 り捨て。

以下同じ。)。

b 荒 木哲美議員 (番号 1)

原告らは,荒 木哲美議員について,政 務調査のための事務所と後援

会活動のための事務所が一体化していた旨主張する。 しかしながら,―

証拠 (甲18,丙 口1,2の 1～ 12,)及 び弁論の全趣旨によれば,

荒木哲美議員は,自 宅を議員活動のための事務所として利用するとと

もに,訴 外昇建設株式会社から事務所を賃借 し,調 査研究活動を含む

議員活動のための事務所として利用し,そ の賃料 (月額 5万 円)を 政

務調査費から支出していること,同 議員は,さ らに別の場所にある建

物を後援会事務所として利用していることが認められ,こ れ らの事実

によれば,同 議員は,上 記賃借事務所において後援会活動を行つてい

たとは認められない。したがって,原告らの上記主張は採用できない。
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c 紫 垣正良議員 (番号 1～ 4)

紫垣正良議員の政務調査のための事務所は,訴 外国中一夫が代表を

務める熊本政策懇話会なる事務所をも兼ねたものであつて (争いがな

い。),反 証がされているとはいえないから,当 該事務所に係る支出

(番号 1～ 4)に ついては,こ れを2分 し,そ の 1を本件使途基準に

合致 しないものと認める。そして,当 該事務所の賃料 (番号 1)に っ

いては,月 額 8万 5000円 のところ,一 括年払により年 100万 円

に減額されている (丙イ 3)か ら,そ のうち50万 円が本件使途基準

に合致 し,そ の余は合致しない。結局,紫 垣正良議員は,上 記賃料の

うち60万 円を本件政務調査費として計上しているから,そ の差額の

10万 円を本件使途基準に合致しない支出と認める。

d 田 尻善裕議員 (番号 6, 7, 10～ 12, 13の うちの時計 ・シュ

レッダー, 14)

田尻善裕議員は, 自宅兼政務調査のための事務所のファクシミリジ

ース料,パ ソコン関連機器等 (番号 6, 7, 10～ 12, 13の うち

の時計 ・シュレッダー, 14)を 政務調査費として計上しているが,

自宅のために用いられた部分につき,反 証がされているとはいえない

から,当 該事務所に係る支出については,こ れを2分 し,そ の1を本

件使途基準に合致しないものと認める。また,日 尻善裕議員は,携 帯

電話の使用料を政務調査費として計上している (番号 8)が ,携 帯電

話は常時携帯するものであり,私 用との区別が困難であるから,上 記

のその余の費目 (番号 6, 7, 10～ 12, 13の うちの時計 ・シュ

レッダー, 14)と 同様に考えるのが相当であり,本 件においては,

私用部分につき反証がされたとはいえないから,こ れを2分 し,そ の

1を本件使途基準に合致しないものと認める (ただし,日 尻善裕議員

は,当 初から,携 帯電話の使用料の2分 の1に相当する8万 3390
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円を政務調査費 として計上しているから,番 号 8に おいて本件使途基

準に合致しない額は0円 と認める。)。

e 落 水清弘議員 (番号 1～ 7)

証拠 (甲2, 9の 1～ 3)及 び弁論の全趣旨によれば,落 水清弘議

員は, 自宅を事務所(後援会事務所を含む。)と して利用し, さらに)

自宅敷地内の別棟の独立した建物も事務所 (後援会事務所を含む。)

として利用 していたこと,こ れらの建物の実際の利用方法については

曖味な部分があること (同議員は十分な説明を行っていない。)カミ認

められる。そして,落 水清弘議員は,上 記自宅建物ないし事務所にお
~

いて,NTT料 金,コ ピー機購入費,プ リンタ修理費,コ ピー用紙代,

ゴム印代,文 具代,事 務用品代を支出している (番号 1～ 7)が ,反

証がされていないから,こ れらを3分 し,そ の2を 本件使途基準に合

致しないものと認める。

f 高 島和男議員 (番号 1～ 4, 6～ 8)

高島和男議員は,自 宅の一室を政務調査のための事務所として利用

しているところ,番 号5の 費目の内容及び同議員の主張内容に照らし

て,当 該事務所を後援会事務所としても利用 していたものと認めるの

が相当であ り,,同 事務所に係る支出(番号 1～ 4, 6～ 8)は , こ
V

れを3分 し,そ の2を 本件使途基準に合致しないものと認める。

調査旅費について      /

171 本件使途基準によれば,調 査旅費とは,「議員の行 う調査研究活動の

ために必要な先進地調査又は現地調査に要する交通費,旅 費,宿 泊費等

の経費」をい うところ,当 該支出が調査旅費に該当するか否かは,調 査

研究の目的と市政との関連性,当 該目的と実際に行った調査研究活動と

の関連性,調査研究結果の市政への影響,支出額の相当性等の見地から,

当該支出が調査研究活動のための支出としての合理性ないし必要性を有
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しているか否かにより判断するのが相当である。

例 a 鳴 田幾雄議員

鳴日幾雄議員については,別 表の用務先及び用務につき,一 部 (番

号 9〉 13)を 除いて市政との関連性が明確ではない (同議員が 1・年

間に出張した 15の 用務地のうち12の 用務地の主たる用務が観光行

政となってお り,こ れに伴い, 12の 用務地はすべて観光地となって

いる。)上 に,全 用務地 (番号 1～ 15)を 通 じて,一 度も現地の行

政担当者や施設運営管理者等と面談したり,市 政の参考となりうる資

料等の収集を行つたりしておらず,一 般の観光客ないし旅行者でもな

しうる行動しか取つていないのであって,そ の外形は私事旅行と差異

がないことが認められる。そして,鳴 田幾雄議員は,用 務地への出張

後,定 例会経済委員会において,各 調査の所感に基づく意見等を述べ

てお り (丙り17～ 22),出 張記録書にも調査概要を10な いし2

0行 程度記載 しているが (丙ジ1～ 15の 各 2),そ の内容は一般観

光者ないし旅行者においても報告が可能な内容に留まっており,市 政

に影響を与えるような具体性のある内容は見当たらない等,調 査目的

(用務)と 実際に行つた調査研究活動との関連性も認められず,旅 費

をかけてまで現地視祭を行 うことを要するものとは到底いえないか

ら,旅 費の支出につき,調 査研究活動のための支出としての合理性な

いし必要性は認められない。

したがつて,鳴 田幾雄議員に係る本件政務調査費の支出はいずれも

本件使途基準に合致しないものと認める。

b 島 日俊六議員

証拠 (丙チ 1, 2, 8～ 12)及 び弁論の全趣旨によれば,島 田俊

六議員については,番 号 5を 除いて,各 用務と市政との関連性が明確

である上に,同 議員は,用 務地への出張にあたって,熊 本市議会事務
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局等を通じて,書 面 (用務地への訪問日時,視 祭者,調 査事項を記載

した 「行政視祭について (依頼)」と題する文書)を 送付したり, 日

頭により,用 務地の訪問予定の企業等に事前に連絡 し (番号 1～ 3,

6～ 8),用 務地においても,行 政担当者や施設運営管理者と面談 し

たり (番号 1～ 3, 6, 7, 3),地 元住民から事情を聴取したりし

(番号 10),関 連する資料を収集 して持ち帰 り (番号 2, 3, 6,

7),出 張後にはその成果を具体的に記載 した出張報告書を作成 した

り,経 済交通委員会において成果を具体的に報告したりしており,用

務に沿った調査研究活動の実態を備えている (番号 1～ 4,6～ 10)｀V

ことが認められるから,番 号 5を 除く出張に関しては,議 員が行 う調

査研究活動のための支出として,合 理性ないし必要性が認められるか

ら,本 件使途基準に合致しているものと認める。        フ

他方,番 号 5の 熊本市動植物園で購入する予定の遊具と同一の遊具

の安全性や購入の可否を検討するために行った愛知万博の視祭につい

ては,そ の安全性や購入の可否を検討するという目的のために愛知県

の万博会場にまで出張する必要性が明らかではない上に,用務先では,

上記遊具に客が乗車している様子を外から眺めただけで,遊 具の安全

性や収益の状況を担当者から聴取する等のことは一切行つていないのとン

であり,一 般の観光者ないし旅行者とは異なる具体的な調査研究活動

が行われたと認めるに足りる事情も見当たらないから,調 査研究活動

のための支出としての合理性ないし必要性は認められない。 したがっ

て,番 号 5に係 る支出は本件使途基準に合致しないものと認める。

ところで,島 日俊六議員は,番 号 1～ 10の 他に 26万 2273円

(番号 11)を 調査旅費として計上しているが,証 拠 (丙チ 1～ 4)

及び弁論の全趣旨によれば,こ れらはいずれも議員活動 (熊本市内容

地において実施 した市政相談や視祭等)に 要した車賃であり,用 務先
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までの走行距離等に基づいて,旅 費条例に定められた基準により算出

していることが認められるから,議 員の行 う調査研究活動のための支

出として,合 理性ないし必要性が認められ,本 件使途基準に合致して

‐  い る。

工 小 括

以上により,本 件使途基準と合致しない費目・額の認定は,別 表の に本

件使途基準に合致 しない額」llflに記載のとおりである。

ところで,不 当利得返還債務は,期 限の定めのない債務として債権者の

請求を受けたときから遅滞に陥る。そして,訴 訟告知には実体法上の催告

としての効力があると解されるから,各 議員の不当利得返還債務は,本 件

訴訟において,被 告の各議員に対する訴訟告知書が各議員に送達された日

)     の 翌日に遅滞に陥るものと認めるのが相当である。

| ) 2 各 議員の返還義務の範囲

】
ど
   (1)矢 野昭三議員

107万 7237円 及びこれに対する平成 19年 6月 30日 から支払済み

まで年 5分 の割合による金員

(2)荒 木哲美議員

1万 2991円 及びこれに対する平成 19年 7月 4日 から支払済みまで年

5分 の割合による金員

(3)三 島良之こと三鳴静良議員

60万 円及びこれに対する平成 19年 6月 30日 から支払済みまで年5分

の割合による金員

(4)圏 尻清輝議員

1    61万 1807円 及びこれに対する平成 19年 6月 30自 から支払済みま

で年 5分 の割合による金員

(5)紫 垣正良議員
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14万 5862円 及びこれに対する平成 19年 6月 30日 から支払済みま

で年 5分 の割合による金員

(6)田 尻善裕議員

33万 5696円 及びこれに対する平成 19年 6月 30日 から支払済みま

で年 5分 の割合による金員

(7)落 水清弘議員

60万 5098円 及びこれに対する平成 19年 6月 30日 から支払済みま

で年 5分 の割合による金員

(8)西 泰史議員                             V

1297円 及びこれに対する平成 19年 7月 1日 から支払済みまで年 5分

の割合による金員

,3  (9)有 馬純夫議員

1°     1297円 及びこれに対する平成 19年 6月 30日 から支払済みまで年 5

ゴ     分 の害J合による金員

は0 高 島和男議員

48万 7310円 及びこれに対する平成 19年 6月 30日 から支払済みま

で年 5分 の割合による金員

V
位D 鳴 騒幾雄議員

83万 0279円 及びこれに対する平成 19年 6月 30日 から支払済みま

す
      で 年 5分 の害J合による金員

l121 島国俊六議員

7万 2540円 及びこれに対する平成 19年 6月 36日 か ら支払済みまで

年 5分 の割合による金員

第4 結 論

以上によれば,原 告らの本訴請求は,被 告に対し,各 議員に対して,上 記第

3の 2の各金員を支払 うように請求することを求める限度で理由があるから認



容 し,そ の余は理由がないから棄却することとし,主 文のとおり判決する。

熊本地方裁判所民事第 2部

裁判長裁判官   高    橋    亮    介

裁半J 官古 市 文 孝

裁判官   植    田    裕  紀  久
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別紙 1

訴訟費用負担裁判一覧

1 訴 訟費用について

これを2分 し,そ の 1を原告らの,そ の余を被告の各負担とする。

2 補 助参加により生じた費用について

(1)原 告らと被告補助参加人失野昭三との間に生じた費用について

これを3分 し,そ の 1を原告らの,そ の余を同被告補助参加人の各負担とす

る。

(2)原 告らと被告補助参加入荒木哲美との間に生じた費用について      V

原告らの負担とする。

(3)原 告らと被告補助参加人三島良之こと二鳴静良との間に生じた費用について

ど     同 被告補助参加人の負担とする。         ・

,3 (4)原 告らと被告補助参加人田尻清輝 との間に生じた費用について

,°     南 被告補助参加人の負担とする。

(5)原 告らと被告補助参加人紫垣正良との間に生じた費用について

これを5分 し,そ の 1を 同被告補助参力『人の,そ の余を原告 らの各負担とす

る。

(6)原 告らと被告補助参加入田尻善裕との間に生 じた費用について      ＼ サ

これを5分 し,その 2を 同被告補助参加人の,その余を原告の各負担 とする。

(7)原 告らと被告補助参加人落水清弘との間に生じた費用について ・

これを3分 し,そ の 1を原告らの,そ の余を同被告補助参加人の各負担とす

る。

(8)原 告らと被告補助参加人西泰史との間に生じた費用について

原告らの負担とする。

(9)原 告らと被告補助参加入有馬純夫との間に生じた費用について

原告らの負担とする。
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は0 原 告らと被告補助参加人高島和男との間に生じた費用について

これを4分 し,そ の1を原告らの,そ の余を同被告補助参加人の各負担とす

る。

llD 原告らと被告補助参加人鳴田幾雄との間に生じた費用について

同被告補助参加人の負担とする。

l121 原告らと被告補助参加入島田俊六との間に生じた費用について

これを10分 し,そ の1を同被告補助参加人の,そ の余を原告らの容負担と

する。
ハ

, / ~ ヽ
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翔U  臨 4 2

第2編 議 会 ,選挙 ・監査 。農業委員会 1議琴雪葵病監語憂覇
父の変付に|

房携交  平 16規員122,一 部改正

政務調査費使途基準

Ｄ

〔熊
本
市
七
七
〕

一
一
七
ノ

一
〇

項 目 内容

研究研修費 議員が、研究会、研修会等を開催するため、又は他の団体の

開催する研究会、研修会等に参加するために要する会場費、

講師謝金、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等の

経費

調査旅費 議員の行 う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地

調査に要する交通費、旅費、宿泊費等の経費

資料作成策 議員の行 う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する

印刷製本代、翻訳料、事務機器購入費、 リ ース代等の経費

資料購入費 議員の行 う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入

に要する経費

広報費 議員の調査研究活動、議会活動及び市の政策について市民に

報告し、広報するために要する広報紙及び報告書の印刷費、

送料、会場費等の経費

広聴費 議員が市民からの市政及び会派の政策等に対する要望及び意

見を吸収するための会議等に要する会場費、印刷費、茶菓子

代等の経費

人件費 議員の行 う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費 議員の行 う調査研究活動のために必要な事務所の設置、維持

管理等に要する賃借料、維持管理費、備品購入費、 リ ース代

等の経費

その他の経費 その他の経費で議員の行 う調査研究活動に必要な経費

rゴ7_Fθ
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これは正本である。

平成 22年 3月 2 6日

熊本地方裁判所民事第 2部
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